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四
　
木
簡

の
字
体

・
異
筆

屋
代
木
簡
は
、
第
五
章
第

一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
時
期
的
に
い
く
つ
か
の
グ
ル
ー
プ

に
分
け
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
七
世
紀
の
も
の
を
含
む
第
四
水
田
面
か
ら
出
土
し
た
グ

ル
ー
プ
で
は
、
他
の
遺
跡
で
発
見
さ
れ
て
い
る
七
世
紀
の
文
字
資
料
に
共
通
し
た
字
体

の
特
徴
が
み
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
特
徴
を
、
い
く
つ
か
の
例
を
挙
げ
な
が
ら
指
摘
し
て

お
き
た
い
。

何
点
か
の
木
簡
に
は
、
刑
部

・
金
刺
部

。
酒
人
部

・
宍
人
部
な
ど
の
部
姓
の
人
名
が

見
ら
れ
る
が
、
こ
の

「部
」
の
異
体
字
は
、
八
世
紀
以
降
に
多
く
見
ら
れ
る
カ
タ
カ
ナ

の

「
マ
」

に
似
た
字
体
で
は
な
く
、
「
ア
」

に
近
い
。
縦
画
を
長
く
伸
ば
す
点
が
特
徴

的
な
字
体

で
あ
る
。
典
型
的
な
例
で
か

つ
年
代

（戊
成
年
＝
六
九
八
）
も
明
ら
か
な

一

三
号
の
写
真
を
図
８４
‐
ｌ

ｏ
２
に
、
字
画
の
よ
く
見
え
る
例
と
し
て

一
九
号
の
写
真
を

図
８４
‐
３
に
掲
げ
た
。
こ
れ
に
似
た
字
体
の
例
と
し
て
、
他
の
遺
跡
で
の
七
世
紀
の
出

土
文
字
資
料
を
比
較
の
た
め
に
掲
げ
て
お
く
こ
と
と
す
る
。
図
８４
‐
４
は
飛
鳥
京
跡
出

土
二
七
号
木
簡
、
図
８５
‐
７
は
石
神
遺
跡
出
土
の
刻
書
さ
れ
た
須
恵
器
で
あ
る
。
屋
代

木
簡
は
、
第
四
水
田
面
以
前
の
時
期
に
は
、
す
べ
て
こ
の
字
体
で

「部
」
が
書
か
れ
て

お
り
、
以
後
の
時
期
の
も
の
に
な
る
と

「
マ
」
に
近
い
字
体
の
も
の
が
見
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
傾
向
が
あ
る

（図
８５
‐
５
、
六
九
号

「若
帯
マ
」
参
昭
じ
。

ま
た
、
「人
」

の
字
に
つ
い
て
も
、
図
８４
‐
ｌ

ｏ
２

ｏ
３
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

二

画
目
を
横
に
引
く
字
体
の
も
の
が
あ
る
。
こ
の
点
は
同
時
期
の
す
べ
て
の

「人
」
の
字

に
共
通
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
や
は
り
新
し
い
時
期
の
木
簡
に
は
例
が
少
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
図
８５
‐
７
の
石
神
遺
跡
出
土
須
恵
器
の

「秦
人
」
の
よ
う
に
、
七

世
紀
の
資
料
に
類
例
が
見
ら
れ
、
こ
の
字
体
も
古
い
時
期
に
見
ら
れ
る
特
徴
と
し
て
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

図
８５
‐
６
は
四
六
号

（乙
丑
年
⊥
ハ
六
五
）
で
あ
る
。
裏
面

の

「他
田
舎
人
」
は
、

「他
」
は
偏
と
芳
が
わ
り
あ
い
離
れ
、
Ｘ
邑

は
左
右
に
は
ら
う
字
画
が
伸
び
、
い
ず
れ

も
比
較
的
横
に
伸
び
や
か
に
広
が
っ
た
字
体
が
特
徴
的
で
あ
る
。

「舎
人
」

に
つ
い
て

は
、
図
８５
‐
８
に
掲
げ
た
静
岡
県
伊
豆
長
岡
町
大
北
二
四
号
横
穴
出
土
の
石
櫃
の
銘

文

「若
舎
人
」
が
非
常
に
よ
く
似
た
字
体
で
あ
る
。
こ
の
石
櫃
は
、
伴
出
し
た
須
恵

器
か
ら
、
七
世
紀
後
半
の
中
ご
ろ
か
ら
八
世
紀
初
め
ご
ろ
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い

Ｚυ
。　　　　　　　　̈

四
六
号
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
興
味
深
い
点
が
あ
る
。
表
面
の

「
乙
丑
年
十
二
月
十

日
酒
人
」
と
裏
面
の

「古
麻
呂
」
は
、
字
画
の
太
さ
や
墨
痕
の
に
じ
み
ぐ
あ
い
か
ら
み

て
同
筆
と
み
ら
れ
る
が
、

「他
田
舎
人
」

の
部
分
は
異
筆
の
よ
う
で
あ
る
。

八
世
紀
以

後
に
み
ら
れ
る
文
書
で
は
、
署
名
に
際
し
て
は

一
般
に
姓
名
の
う
ち
の
名
の
部
分
だ
け

を
本
人
が
自
署
す
る
が
、
四
六
号
で
は
姓
の
方
を
自
署
し
て
い
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
結
論
を
急
が
ず
に
検
討
を
進
め
る
べ
き
問
題
で
あ
る
が
、
屋

代
遺
跡
群
の
古
い
時
期
の
木
簡
に
は
姓
名
の
姓
の
部
分
だ
け
を
列
記
し
た
も
の
が
多
く

見
ら
れ
る
こ
と
も
、
あ
る
い
は
関
連
性
を
持

つ
問
題
か
も
し
れ
な
い
。

奈
良
県
教
育
委
員
会

『飛
鳥
京
跡
』
公
し
、　
一
九
八
〇
年
。

「石
神
遺
跡
の
調
査

（第

一
一
次
と

（奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

『飛
鳥

・
藤
原
宮
発
掘
調
査
概
報
』

公
〓
こ
、　
一
九
九
二
年
五
月
）。

（３
）
大
北
二
四
号
横
穴
出
土
Ⅱ
１
１
号
石
櫃

（伊
豆
長
岡
町
教
育
委
員
会

『大
北
横
穴
群
』

一
九
八

一

年
）。

五
　
信
濃
国

に
お
け
る
官
衛
問
題

屋
代
木
簡
の
豊
富
な
内
容
は
、
埴
科
郡
家
、
更
科
郡
家
、
信
濃
国
の
軍
団
、
信
濃
国

府
な
ど
の
問
題
に
再
考
を
せ
ま
る
ほ
ど
の
素
材
を
提
供
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で

は
ま
ず
信
濃
古
代
史
に
か
か
わ
る
主
な
論
点
の
研
究
史
に
つ
い
て
概
観
し
た
い
。

０

研
究
史
の
整
理
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四
六
号

・

「
乙
丑
年
十
二
月
十
日
酒
人

ｏ

「
他
田
舎
人
』
古
麻
呂

六
九
号
表

十右
岳
Ｔ
マ

石
神
遺
跡
須
恵
器

秦
人
ア
佐

三
野
国
加

大
北
二
四
号
横
穴
Ⅱ
１
１

石
櫃
　
　
　
若
△
甲
八

(『飛鳥・藤原宮発掘調査概報』23

(奈良国立文化財研究所)よ り転載、

同研究所許可済)

(『大北横穴群』(伊豆長岡町教育委員会)

より転載、同教育委員会許可済)

図 85 木簡の字体・異筆 (二 )



第五章 考

①
科
野
国
造
の
系
譜
と
根
拠
地

「科
野
国
造
」
に
つ
い
て
は
、
『古
事
記
』
中
巻
神
武
天
皇
の
条
、
お
よ
び

『先
代
旧

事
本
紀
』
巻
十
の
国
造
本
紀
に
意
富
臣
、
火
君
、
大
分
君
、
阿
蘇
君
等
と
と
も
に
神
武

天
皇
の
第
二
皇
子

「神
八
井
耳
命
」
を
祖
と
し
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
い
わ
ゆ
る

「阿
蘇
氏
系
図
」
で
も
科
野
国
造
は
神
八
井
耳
命
を
祖
と
し
、
金
刺
舎

人
、
他
田
舎
人
を
分
出
し
た
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
科
野
国
造
は
中
央
の

多
氏
の
同
族
で
、
神
八
井
耳
命
の
孫
の
建
五
百
建
命
と
い
う
人
物
が
崇
神
朝
に
初
め
て

任
命
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
阿
蘇
家
伝
来
の

「阿
蘇
氏
略
系
譜
」
の
史
料
的
性

格
に
つ
い
て
は
、
田
中
卓
が
科
野
国
造
と
な

っ
た
金
刺
舎
人

ｏ
他
田
舎
人
両
氏
と
阿
蘇

氏
は
同
族
で
あ

っ
た
こ
と
、
大
化
改
新
後
に
科
野
国
造
か
ら
諏
訪
評
督
系
と
諏
訪
大
神

大
祝
系
の
三
流
に
分
か
れ
た
こ
と
、
阿
蘇
神
社
の
主
祭
神
と
さ
れ
る
武
五
百
建
命
は
科

野
に
進
出
し
、
そ
の
子
瓶
玉
命
が
阿
蘇
に
移
住
し
た
と
い
う
伝
承
は
基
本
的
に
正
し
い

こ
と
な
ど
を
指
摘
し
た
。

こ
れ
を
ふ
ま
え

『長
野
県
の
歴
史
』

（山
川
出
版
社
、　
一
九
七

四
年
）

で
は
金
刺
舎
人
氏
、
他
田
舎
人
氏
は
阿
蘇
氏
と
同
様
に
多
氏
と
同
族
で
あ
り
、

科
野
国
造
は
の
ち
の
小
縣
郡
を
根
拠
と
し
た
と
し
て
い
る
。

こ
の
説
が

一
九
八
〇
年
代
半
ば
ま
で
の
通
説
で
あ

っ
た
が
、

『長
野
県
史
』

通
史
編

第

一
巻
原
始
古
代

（
一
九
八
九
年
）

で
は
、　
五
世
紀
の
科
野
国
造
は
多
氏
で
は
な
く
科

野
直
氏
で
、
当
初
の
根
拠
地
は
更
級
郡
に
あ

っ
た
と
推
定
さ
れ
、
六
世
紀
の
継
体

ｏ
欽

明
朝
以
降
、
科
野
国
造
家
は
更
級
郡
に
根
拠
地
を
持

つ
科
野
直
氏
か
ら
金
刺
舎
人
氏
、

他
田
舎
人
氏
に
分
か
れ
、
伊
那
郡
に
根
拠
地
を
移
し
た
と
す
る
新
説
が
提
出
さ
れ
た
。

こ
の
新
説
は
最
近
の

『
諏
訪
市
史
』
上
巻

（
一
九
九
五
年
）

で
も
基
本
的
に
踏
襲
さ
れ

（
４
）

て
い
る
。

先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
科
野
国
造
の
根
拠
地
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
通
説
で
は
後
の

小
縣
郡
に
比
定
し
て
き
た
。

そ
の
根
拠
は
、
『
万
葉
集
』
巻
二
十
に

「国
造
小
縣
郡
他

田
舎
人
大
島
」
と
み
え
、
い
わ
ゆ
る
律
令
国
造
が
小
縣
郡
に
存
在
し
た
こ
と
や
科
野
国

造
の
後
裔
氏
族
と
し
て
の
他
田
舎
人
氏
が
主
と
し
て
小
縣
郡
に
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
、

『和
名
類
衆
抄
』

の
小
縣
郡
に

「安
宗
郷
」
が
見
え
、
科
野
国
造
と
同
族
の
阿
蘇
氏
と

の
関
連
が
考
え
ら
れ
、
多
氏
の
定
着
に
よ

っ
て
付
け
ら
れ
た
地
名
で
あ
る
と
思
わ
れ
る

こ
と
、
安
宗
郷
の
中
心
に
国
魂
神
を
祭
る
式
内
社
で
あ
る
生
島
足
島
神
社
が
あ
る
こ
と

な
ど
で
あ
る
。
な
お
、
後
述
す
る
が
奈
良
時
代
の
当
初
の
国
府
所
在
地
が
小
縣
郡
に
想

定
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
科
野
国
造
の
根
拠
地
を
ど
こ
に
求
め
る
か
と
い
う
議
論
と
相

互
に
関
連
す
る
問
題
で
あ
る
。

②
信
濃
の
郡

・
郡
家

古
代
に
お
け
る
信
濃
国
の
郡
に
つ
い
て
は
、
平
安
時
代
に
編
纂
さ
れ
た

『延
喜
式
』

（民
部
式
）
に

「伊
那
、
諏
方
、
筑
摩
、
安
曇
、
更
級
、
水
内
、
高
井
、
埴
科
、
小
縣
、

佐
久
」

の

一
〇
郡
が
記
さ
れ
て
い
る
。
『和
名
類
衆
抄
』
も

「諏
訪
」
と
表
記
さ
れ
て

い
る
以
外
は
基
本
的
に
同
様
で
、
七
〇

一
年
の
大
宝
令
で
郡
制
が
確
立
し
た
段
階
で
こ

れ
ら
の

一
〇
郡
は
成
立
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
前
の
大
化
改
新
後
の

孝
徳
朝
か
ら
天
武

・
持
統
朝
に
か
け
て
整
備
さ
れ
た

「評
」
制
に
つ
い
て
は
、
信
濃
国

に
お
い
て
は
こ
の

一
〇
郡
が
基
本
的
に
評
段
階
で
成
立
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て

（
７
）

い

る
。

（
８
）

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
郡
家
の
所
在
地
に
つ
い
て
は
明
確
で
は
な
い
が
、
郡
家
の
遺

構
に
つ
い
て
は
飯
田
市
の
恒
川
遺
跡
や
岡
谷
市
榎
垣
外
遺
跡
が
そ
れ
ぞ
れ
伊
那
郡
家
、

諏
訪
郡
家
の
候
補
地
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
恒
川
遺
跡
に
つ
い
て
は
、
近
年
正
倉

跡
と
思
わ
れ
る
掘
立
柱
遺
構
が
検
出
さ
れ
た
が
、
確
実
な
郡
庁
跡
の
遺
構
は
検
出
さ
れ

て
い
な
い
。

③
埴
科
郡
家
、
更
科
郡
家

屋
代
遺
跡
群
周
辺
に
埴
科
郡
家
な
い
し
そ
の
関
連
施
設
が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る

点
に
つ
い
て
は
す
で
に
ふ
れ
た
。
そ
こ
で
屋
代
木
簡
に
関
わ
る
埴
科
郡
家
お
よ
び
更
科
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郡
家
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

埴
科
郡
家
の
所
在
地
に
つ
い
て
は
、
更
埴
市
屋
代
の
西
端
に

「郷
津
」
な
る
地
名
が

あ
り
、
こ
れ
が
郡
家
と
関
連
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
古
代
の
屋
代
郷
な

い
し
大
穴
郷
な
ど
更
埴
市
屋
代
地
区
の
自
然
堤
防
上
周
辺
に
比
定
す
る
説
や
、
あ
る
い

は
更
埴
市
寂
蒔

ｏ
鋳
物
師
屋
地
区
の
い
ず
れ
か
に
想
定
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
更
科
郡

家
に
つ
い
て
は
、
更
埴
市
八
幡
に
残
る

「郡
」
地
名
か
ら
そ
の
付
近
に
推
定
さ
れ
て
い

蜀
け
な
お
、
屋
代
木
簡
の
出
土
に
よ
り
、
埴
科
郡
家
な
い
し
そ
の
関
連
施
設
に
つ
い
て

は
屋
代
遺
跡
群
周
辺
に
想
定
で
き
る
可
能
性
が
高
く
な

っ
た
と
い
え
よ
う
。

④
信
濃
国
府

こ
れ
ま
で
、
信
濃
国
府
に
つ
い
て
は
、
文
献
史
料
の
上
で
は
十
世
紀
に
編
纂
さ
れ
た

『和
名
類
衆
抄
』

（流
布
本
）
巻
五
の
信
濃
国
の
項
に

「国
府
在
二
筑
摩
郡
こ

の
注
記
が

あ
る
こ
と
か
ら
、
平
安
時
代
中
期
に
は
筑
摩
郡
に
国
府
が
存
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
律
令
制
の
成
立
し
た
当
初
は
小
縣
郡
に
国
府
が
所
在
し
た
と
す
る
説

が
定
説
と
な

っ
て
い
る
。
こ
の
説
で
は
、
平
安
時
代
の
初
期
、
長
岡
京
か
ら
平
安
京
に

都
が
移

っ
た
こ
ろ
、
信
濃
国
で
も
小
縣
か
ら
筑
摩

へ
国
府
が
移

っ
た
と
し
て
い
る
。
な

お
、
七
二

一
年
か
ら
七
三

一
年
の
間
、
信
濃
国
か
ら
諏
方
国
が
分
置
さ
れ
、
諏
方
国
府

が
所
在
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
所
在
地
に
つ
い
て
は
諏
方
国
の
範
囲
や
信
濃
国
府

の
位
置
と
も
関
わ

っ
て
い
く

つ
か
の
説
が
出
さ
れ
て
い
る
。

小
縣
郡
に
国
府
の
所
在
地
を
想
定
す
る
根
拠
は
、
第

一
に
国
分
寺
跡
の
存
在

で
あ

る
。
上
田
市
国
分
の
地
に
お
い
て

一
九
六
三
年
か
ら
の
発
掘
調
査
に
よ

っ
て
国
分
僧
寺

跡

・
尼
寺
跡
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
国
分
寺
と
国
府
は

一
般
的
な
傾
向
と
し
て
通

常
近
接
し
た
所
に
立
地
す
る
と
い
う
点
か
ら
小
縣
郡
に
国
府
を
推
定
し
た
。
第
二
に
、

小
縣
郡
が
律
令
制
以
前
の
国
造
の
所
在
地

（前
述
）
と
想
定
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
第

二
に
諏
方
、
更
級

ｏ
埴
科
、
佐
久
地
方
を
結
ぶ
交
通
上

の
要
地
と
考
え
た
こ
と
で
あ

（１１
）
Ｚ
Ｏ

。

し
か
し
な
が
ら
、
信
濃
国
府
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
証
す
る
遺
構

・
遺
物
の
い
ず
れ

も
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
今
後
、
信
濃
国
府
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
科
野
国
造
や
、
科

野
に
お
け
る

「県
」
や
屯
倉
、
さ
ら
に
は
東
山
道
の
ル
ー
ト
な
ど
と
も
あ
わ
せ
て
検
討

す
べ
き
問
題
で
あ
ろ
う
。

⑤
官
道
と
し
て
の
東
山
道

奈
良
時
代
の
東
山
道
の
ル
ー
ト
に
つ
い
て
は
不
明
だ
が
、
『延
喜
式
』
（兵
部
式
）
に

は
駅
馬
の
置
か
れ
た
駅
家
と
伝
馬
の
置
か
れ
た
郡
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。

美
濃
国
か
ら
神
坂
峠
を
越
え
た
東
山
道
は
、
伊
那
郡
の
阿
知

。
育
良

ｏ
賢
錐

ｏ
宮

田

・
深
沢
の
各
駅
を
北
上
し
、
善
知
鳥
峠
を
越
え
て
筑
摩
郡
の
覚
志
駅
に
至
る
。
平
安

時
代
に
は
覚
志
駅
と
次
の
錦
織
駅
の
間
に
国
府

（い
わ
ゆ
る
筑
摩
国
府
）
が
あ

っ
た
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。
錦
織
駅
か
ら
本
道
は
保
福
寺
峠
を
越
え
て
小
縣
郡
の
浦
野
駅
か
ら
千

曲
川
を
渡
り
亘
理
駅
に
至
る
。

奈
良
時
代
に
は
小
縣
郡
に
国
府

（小
県
国
府
）
が
想
定

さ
れ
、

佐
久
郡
の
清
水

・
長
倉
の
駅
か
ら
碓
氷
峠

（入
山
峠
）
を
越
え
て
上
野
国

へ
至

る
。
な
お
、
錦
織
駅
か
ら
本
道
と
分
か
れ
た
道
は
、
更
級
郡
の
麻
績
駅
か
ら
犀
川
を
渡

り
水
内
郡
の
亘
理

ｏ
多
古

ｏ
沼
辺
の
各
駅
を
経
由
し
て
越
後
国

へ
と
向
か

っ
て
い
る
。

ま
た
、
伊
那
郡

・
諏
方
郡

。
筑
摩
郡

・
小
縣
郡

・
佐
久
郡
の
各
郡
家
に
は
伝
馬
が
置

か
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の

『延
喜
式
』
の
記
載
が
、
律
令
国
家
成
立
の
当
初
か
ら
の
ル
ー
ト
で
あ

っ

た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
確
証
は
な
い
。
い
わ
ゆ
る
律
令
制
以
前
の

「古
東
山
道
」
の

ル
ー
ト

（図
８８
参
昭
じ

か
ら
、
令
制

「東
山
道
」

へ
の
転
換

の
時
期
や
そ
の
当
初

の

ル
ー
ト
な
ど
に
つ
い
て
も
今
後
の
課
題
で
あ
ろ
う
。

こ
の
ほ
か
、
『続
日
本
紀
』
に
み
え
る
大
宝
二
年

（七
〇
一
じ

十
二
月
壬
寅
条
の

「美

濃
国
岐
蘇
山
道
」
、
和
銅
六
年

（七

〓
こ

七
月
戊
辰
条
の

「吉
蘇
路
」
の
記
事
に
つ
い

て
は
、
相
互
に
別
の
ル
ー
ト
と
考
え
、
大
宝
年
間
に
神
坂
峠
越
え
の
官
道
が
開
か
れ
た

が
、
不
十
分
で
あ

っ
た
た
め
に
和
銅
年
間
に
木
曽
谷
を
通
る
吉
蘇
路
を
開
い
た
と
考
え

191



第五章 考

る
説
と
、
両
者
を
同

一
ル
ー
ト
と
考
え
、
従
来
か
ら
の
神
坂
峠
越
え
が
不
便
な
た
め
に

大
宝
元
年
に
木
曽
谷
ル
ー
ト
を
着
手
し
た
が
、
難
工
事
の
た
め
和
銅
年
間
に
完
成
し
た

と
す
る
説
が
あ
る
。

な
お
、
『令
集
解
』
考
課
令
殊
功
異
行
条
の
古
記
に
は

「須
芳
郡
」

（諏
方
郡
）
主
帳

が

「須
芳
山
嶺
道
」

の
開
整
を
行

っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
『諏
訪
市
史
』
上
巻

２

九
九
五
年
）
で
は
、

こ
れ
を
大
門
峠
な
い
し
和
田
峠
経
由
の
諏
方
郡
と
小
縣
郡
を
結

ぶ
伝
馬
の
道
と
し
て
い
る
。

国

屋
代
木
簡
と
官
衛
問
題

①
屋
代
木
簡
が
示
す
官
衛
的
様
相
の
諸
側
面

本
項
で
は
こ
れ
ま
で
の
検
討
の
な
か
か
ら
、
特
に
屋
代
木
簡
が
示
す
官
衛
的
様
相
の

側
面
に
関
し
て
若
干
の
整
理
を
し
て
お
き
た
い
。

こ
れ
ま
で
の
屋
代
木
簡
の
検
討
か
ら
、
次
の
点
が
明
ら
か
に
な

っ
た
。

屋
代
木
簡
に
は
数
点
の
九
世
紀
の
木
簡
が
含
ま
れ
る
が
、
そ
の
中
心
は
七
世
紀
第
３

四
半
期
か
ら
八
世
紀
の
前
半
、
郡
郷
里
制
下

（七

一
五
年
～
七
四
〇
年
頃
）
ま
で
の
時
期

の
木
簡
群
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
七
世
紀
の
木
簡
お
よ
び
郡
里
制
下
の
木
簡
に
は
文
書

木
簡
が
多
い
が
、
郡
郷
里
制
下
の
木
簡
か
ら
荷
札
木
簡
の
占
め
る
割
合
が
増
加
す
る
。

文
書
木
簡
の
中
に
は
、
公
式
令
に
規
定
さ
れ
た
符
式
や
解
式
の
文
書
簡
の
ほ
か
に
、

人
名
を
列
記
し
た
歴
名
様
の
記
録
簡
、
出
挙
に
関
わ
る
記
録
簡
や
九
九
算
木
簡
な
ど
、

多
様
な
木
簡
が
含
ま
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
屋
代
遺
跡
群
近
辺
に
は
七
世
紀
後
半
か
ら

八
世
紀
前
半
ま
で

一
貫
し
て
文
書
の
授
受
、
記
録
の
作
製
に
関
わ
る
官
衛
的
施
設
が
存

在
し
た
こ
と
を
示
す
。

文
書
簡
に
つ
い
て
は
そ
の
授
受
関
係
が
、
記
録
簡
に
つ
い
て
は
そ
の
内
容
が
問
題
に

な
る
。
ま
ず
文
書
簡
の
う
ち

「更
科
郡
司
等
」

に
宛
て
た
国
符
木
簡

（
一
五
号
）
が
、

埴
科
郡
に
属
す
屋
代
遺
跡
群
か
ら
出
土
し
た
と
い
う
事
実
は
、
次
の
二

つ
の
可
能
性
を

示
す
。
第

一
は
、
国
符
木
簡
は
広
域
ブ

ロ
ッ
ク
行
政
圏
で
あ
る
更
科
郡
―
水
内
郡
―
高

井
郡
―
埴
科
郡
と
逓
送
さ
れ
、
最
終
地
で
あ
る
埴
科
郡
家
な
い
し
そ
の
関
連
施
設
で
廃

棄
さ
れ
た
と
い
う
可
能
性
。
第
二
は
、
国
符
木
簡
は
国
司
か
ら
ま
ず

「更
科
郡
」
に
宛

て
て
送
ら
れ
た
あ
と
、
水
内
―
高
井
―
埴
科
の
各
郡
を
逓
送
さ
れ
、
発
給
元
の
信
濃
国

府

（国
司
）
に
戻
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
第

一
の
場
合
は
屋
代
遺
跡
群
の
近
辺
に
埴

科
郡
家
な
い
し
そ
の
関
連
施
設
の
存
在
を
想
定
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
第
二
の
場
合
は

信
濃
国
府
な
い
し
国
の
行
政
に
関
わ
る
施
設
が
所
在
し
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
な

ＺＯ
。こ

の
点
を
考
え
て
い
く
上
で
も
、
次
の
軍
団
関
係
の
木
簡
が
存
在
す
る
こ
と
の
意
味

は
き
わ
め
て
大
き
い
。
軍
団
の
少
毅
が
発
給
し
た
文
書
簡

（
〓

一号
）、
信
濃
団
に
か

か
わ
る
記
録
簡

（六
〇
号
）

の
二
点
で
あ
る
。
前
者
は
軍
団
の
少
毅
が
発
信
し
た
文
書

を
受
け
取

っ
た
、
な
い
し
は
回
収
し
た
官
衛
が
所
在
し
た
こ
と
を
示
す
。
受
け
取

っ
た

官
衛
の
場
合
、

そ
れ
が
郡
家

（郡
司
）
な
の
か
国
府

（国
司
）
な
の
か
は
文
書
内
容
が

わ
か
ら
な
い
の
で
明
ら
か
に
で
き
な
い
。
ま
た
、
回
収
し
た
と
す
る
と
屋
代
遺
跡
群
周

辺
に
お
け
る
軍
団
の
存
在
を
示
す
こ
と
に
な
る
。

複
数
の
宛
所
の
異
な
る
郡
符
木
簡

（
王
ハ
号
、

三

四
号
）
が
出
土
し
た
こ
と
か
ら
、

郡
符
木
簡
は
宛
所
で
廃
棄
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
発
給
元
で
あ
る
郡
家
な
い
し
そ
の
関

連
施
設
に
戻

っ
て
き
て
廃
棄
さ
れ
る
こ
と
が
明
確
に
な

っ
赳
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
屋
代

遺
跡
群
周
辺
に
は
埴
科
郡
の
郡
家
な
い
し
は
そ
の
関
連
施
設
が
存
在
し
た
こ
と
が
推
定

さ
れ
る
。

荷
札
木
簡
は
郡
郷
里
制
下
の
時
期
に
集
中
し
、
屋
代
遺
跡
群
近
辺
に
貢
進
物
を
集
積

す
る
施
設
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
す
。
荷
札
木
簡
の
な
か
に
は
、
埴
科
郡
内
の
各
郷
里

か
ら
の
も
の
と
、
更
科
郡
内
の
郷
里
名
を
記
し
た
も
の
と
が
存
在
す
る
。
特
に
後
者
に

つ
い
て
は
、
埴
科
郡
家
の
範
囲
を
越
え
て
少
な
く
と
も
複
数
の
郡
に
関
わ
る
収
納
が
行

わ
れ
て
い
た
こ
と
を
も
の
が
た

っ
て
い
る
。

ま
た

「
『信
濃
国
』
更
科
郡
余
□
」
と
記
さ
れ
た
荷
札
木
簡

（七
四
号
）
は
、
国
名
か

ら
記
す
様
式
か
ら
み
る
と
、
宮
都
出
土
の
荷
札
木
簡
と
の
共
通
性
を
考
え
さ
せ
る
。
し
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か
も
国
名
が
追
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
追
記
し
た
場
所

（機
関
）
が
問
題
に
な

ア
０

。

記
載
様
式
は
わ
か
ら
な
い
が
、
二
点
の

「東
間
郡
」
に
か
か
わ
る
木
簡
も
存
在
す

る
。

こ
れ
ら
の
木
簡
は
、
埴
科
郡
家
と
筑
摩

（東
間
）
郡
家
と
の
郡
レ
ベ
ル
で
の
交
流

を
示
す
と
考
え
る
か
、
あ
る
い
は
個
別
の
郡
家
を
越
え
た
広
域
行
政
ブ

ロ
ッ
ク
の
問
題

と
し
て
と
ら
え
る
か
、
な
い
し
は
国
府
的
機
能
の
問
題
を
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
に
な

ＺＯ
。以

上
の
屋
代
木
簡
の
特
徴
か
ら
、
屋
代
遺
跡
群
と
の
関
連
を
考
慮
す
べ
き
官
衛
は
、

埴
科
郡
家
な
い
し
そ
の
関
連
施
設
、
次
に
信
濃
団
、
さ
ら
に
は
信
濃
国
府
な
い
し
そ
の

関
連
施
設
で
あ
ろ
う
。

②
埴
科
郡
家

ｏ
信
濃
団

。
信
濃
国
府
を
め
ぐ

っ
て

屋
代
遺
跡
群
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
郡
符
木
簡
か
ら
埴
科
郡
家
な
い
し
そ
の
関
連
施

設
が
近
辺
に
存
在
し
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
軍
団
関
係
の
木
簡
や
荷
札
木
簡

に
お
け
る
埴
科
郡
以
外
の
更
科
郡
に
属
す
郷
里
か
ら
の
荷
札
の
存
在
な
ど
、
埴
科
郡
家

の
み
で
は
理
解
で
き
な
い
側
面
の
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
ふ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。
律
令
制
成
立
期

の

「郡
家
」
を
含
む
複
合
的
な
機
能
を
持

つ
地
方
官
衛
の
存
在

は
、
実
は
静
岡
県
浜
松
市
の
伊
場
遺
跡
で
す
で
に
論
点
と
な

っ
て
い
た
問
題

で
あ

っ

（超
ｏ
し
か
し
ヽ
官
衛
の
遺
構
が
確
認
で
き
て
い
な
い
現
段
階
で
は
、
屋
代
遺
跡
群
周
辺

に
存
在
し
た
官
衛
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
遺
構

ｏ
遺
物
の
整
理
を
待

つ
必
要
が

あ
る
。
特
に
、
屋
代
遺
跡
群
⑥
区
の
各
水
田
対
応
層
か
ら
検
出
さ
れ
た
遺
物
に
、
木
簡

以
外
の
大
量
の
木
製
祭
祀
具
が
含
ま
れ
て
い
る
点
は
、
他
の
地
方
官
衛
と
も
共
通
す
る

点
で
あ
り
、
祭
祀
の
性
格
の
分
析
が
待
た
れ
る
。

屋
代
木
簡
の
な
か
に
は
、
信
濃
団
（
信
濃
国
府
の
存
在
を
考
慮
す
べ
き
も
の
が
あ

る
。

ま
ず
、　
一
五
号

（国
符
木
簡
）
の
機
能
か
ら
更
科
郡

。
水
内
郡

・
高
井
郡

・
埴
科

郡
の
四
郡
を
ひ
と
ま
と
ま
り
に
し
た
広
域
行
政
ブ

ロ
ッ
ク
の
存
在
が
想
定
さ
れ
る
点
は

重
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
こ
の
点
か
ら
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

更
科
郡
に
属
す
郷
里
の
荷
札
木
簡
が
三
点
出
土
し
て
い
る
こ
と
は
埴
科
郡
と
更
科
郡

が
密
接
な

つ
な
が
り
を
も

っ
て
い
た
こ
と
を
想
定
さ
せ
る
。

つ
ま
り
、
埴
科
郡
家
な
い

し
そ
の
関
連
施
設
が
存
在
し
た
当
地
に
は
、
埴
科
郡
の
み
な
ら
ず
更
科
郡
か
ら
の
物
資

が
進
上
さ
れ
る
よ
う
な
施
設
も
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
律
令
制
以
前

か
ら
の
在
地

の
秩
序
を
反
映
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
両
郡
が
か

つ
て
は

一
つ
の
郡

（評
）
で
あ

っ
た
可
能
性
を
考
慮
す
る
必
要
も
あ
る
。

こ
の
両
郡
に
つ
い
て
は
長
屋
王
家
木
簡
七
六
号
に

「播
信
郡
」

「讃
信
郡
」

と
み
え

る
。
前
者
は

「埴
科
郡
」
、
後
者
は

「更
科
郡
」

の
こ
と
で
、

こ
の
木
簡
の
検
出
さ
れ

た
Ｓ
Ｅ
四
七
七
〇
井
戸
か
ら
は
霊
亀
三
年

（七

一
七
）
の
年
紀
を
有
す
る
木
簡
が
出
土

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
木
簡
も
そ
の
頃
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お

「埴
科
郡
」

の
表
記
の
初
見
は
二
条
大
路
木
簡

（ｓ
Ｄ
五

一
〇
〇
、
天
平
三
年
か
ら
十

一
年
頃
の
年
代
が

与
フえ
らヽ
れ
て
い
る
）
の
埴
科
郡
か
ら
の
鮭
の
荷
札
木
簡
で
、
「更
科
郡
」

は

一
五
号
が
最

も
早
い
事
例
で
あ
る
。
次
い
で
、
平
城
宮
出
土
木
簡

（第
四
一
次
調
査
）
に

「更
科
郡
」

と
み
え
、
ま
た

「更
級
郡
」
は
正
倉
院
文
書
の
天
平
二
十
年
写
書
所
解
に

「更
級
郡
村

神
郷
」

と
し
て
み
え
る
の
が
早
い
例
で
あ
る

（本
章
第
二
節
第

一
項
参
照
）
。

長
屋
王
家

木
簡
の
七
六
号
木
簡
で
、
両
郡
の
名
前
が
同

一
の
木
簡
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味

は
、
両
郡
か
ら
の
貢
進
物
が
貢
進
過
程
で
ひ
と
、つ
に
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ

っ
た
こ

と
を
示
し
て
お
り
、
そ
こ
に
律
令
郡
制
成
立
以
前
の
評
の
秩
序
が
反
映
し
て
い
る
と
み

る
こ
と
も
で
き
る
。
す
な
わ
ち
両
郡
が
か

つ
て

一
つ
の

「科
野
評
」
と
し
て
存
在
し
た

可
能
性
、
さ
ら
に
六
〇
号
の
軍
団
名

「信
濃
国
」
は
そ
の
科

（信
）
野
評
に
も
と
づ
く

の
で
は
な
い
か
と
い
う
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
。
国
符
木
簡
が
示
す
広
域
に
わ
た
る
行

政
ブ

ロ
ッ
ク
の
存
在
や
、
荷
札
木
簡
が
示
す
郡
域
を
越
え
た
徴
税

シ
ス
テ
ム
の
存
在

は
、
律
令
制
以
前
の
在
地
の
秩
序
の
存
在

（遺
制
）
を
考
え
る
手
が
か
り
に
な
る
と
思

わ
れ
る
。

こ
う
し
た
在
地
の
実
態
と
い
う
点
で
は
、
更
科

ｏ
水
内

ｏ
高
井

・
埴
科
の
四
郡
に
わ
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た
る
広
域
行
政
ブ

ロ
ッ
ク
の
存
在
と
と
も
に
、
信
濃
国
内
の
他
の
六
郡
に
つ
い
て
も
何

ら
か
の
ブ

ロ
ッ
ク
が
当
然
想
定
さ
れ
る
。
し
か
も
そ
う
し
た
ブ

ロ
ッ
ク
の
存
在
を
考
え

る
上
で
は
、
信
濃
国
に
お
け
る
律
令
制
成
立
以
前
か
ら
の
地
方
首
長
層
の
伝
統
的
支
配

圏
、
さ
ら
に
は
官
道

（駅
路
、
伝
路
）
の
経
路
の
問
題
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。

す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
平
安
時
代
の
信
濃
国
に
は
伊
那

ｏ
諏
方

（訪
）

・
筑
摩

ｏ

安
曇

・
更
級

。
水
内

・
高
井

・
埴
科

・
小
縣

・
佐
久
の

一
〇
郡
が
存
在
し
た
。
こ
れ
ら

の
郡
の
成
立
は
大
宝
令
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
八
世
紀
前
半
の
時
期

に
は
、

『延
喜
式
』

な
ど
に
み
ら
れ
る

一
〇
郡
が
す
で
に
成
立
し
て
い
た
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
。

次
に
、
東
山
道
支
道
ル
ー
ト
は
郡
で
言
う
な
ら
ば
、
筑
摩
郡
―
更
級
郡
―
水
内
郡
を

通

っ
て
い
て
埴
科
郡
は
官
道
ル
ー
ト
か
ら
は
ず
れ
て
い
る
。
東
山
道
支
道
が
八
世
紀
前

半
に

『延
喜
式
』
の
ル
ー
ト
と
同

一
で
あ

っ
た
と
い
う
証
拠
は
な
い
が
、
越
後

へ
抜
け

る
道
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
大
幅
な
異
同
は
認
め
難
い
。

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
郡
を
単
位
に
し
た
広
域
行
政
ブ

ロ
ッ
ク
は
、
ブ

ロ
ッ

ク
内
部
を
官
道
が
通
る
こ
と
を
前
提
に
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
た

が

っ
て
、
信
濃
国
に
お
け
る
広
域
行
政
ブ

ロ
ッ
ク
は
、
伊
那

・
諏
方
／
筑
摩

ｏ
安
曇
／

更
科

・
水
内

・
高
井

ｏ
埴
科
／
小
縣

・
佐
久
の

一
〇
郡
を
四
ブ

ロ
ッ
ク
な
い
し
、
伊
那

か
ら
安
曇
ま
で
を

一
ブ

ロ
ッ
ク
に
し
た
三
ブ

ロ
ッ
ク
を
想
定
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
こ
で
問
題
に
な
る
の
が
、
こ
う
し
た
ブ

ロ
ッ
ク
群
の
中
心
に
位
置
す
べ
き
国
府
の
問

題
で
あ
る
。
国
府
か
ら
国
内
に

一
斉
に
命
令
が
伝
達
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
国
府
は
官
道

に
近
接
し

つ
つ
、
こ
う
し
た
三
な
い
し
四
ブ

ロ
ッ
ク
の
中
心
に
位
置
す
る
必
要
が
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た
条
件
を
満
た
し
得
る
郡
は
小
縣
郡
、
筑
摩
郡
、
あ
る
い
は
三

ブ

ロ
ッ
ク
の
場
合
は
埴
科
郡
な
い
し
は
更
科
郡
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、　
一
五
号
の
国
符
木
簡
の
宛
先
が

「更
科
郡
司
等
」
で

あ

っ
た
こ
と
の
意
味
は
、
こ
の
国
符
木
簡
が
発
給
さ
れ
た
当
時
、
国
府
所
在
郡
と
宛
先

の
筆
頭
に
記
さ
れ
た

「更
科
郡
」
は
駅
路
な
い
し
伝
路
な
ど
を
介
し
て
郡
域
が
接
し
て

い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

信
濃
国
府
の
所
在
地
に
つ
い
て
は
、
先
に
整
理
し
た
よ
う
に
、
当
初
は
小
縣
郡
に
所

在
し
た
と
す
る
見
解
が
通
説
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
小
縣
郡
に
国
府
が
存
在
し
た
こ
と

を
推
定

で
き
る
年
代
の
上
限
は
、
信
濃
国
分
寺
の
建
立
さ
れ
た
八
世
紀
半
ば
頃

で
あ

り
、
下
限
は

『和
名
類
衆
抄
』
に
国
府
が
筑
摩
郡
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
九
世
紀
頃
ま

で
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
国
分
寺
造
営
以
前
の
時
期
に
あ
た
る

「諏
方
国
」

が
置
か
れ
た
七
二

一
年
～
七
三

一
年
頃
と
そ
れ
以
前
に
つ
い
て
は
、

「諏
方
国
」

の
範

囲
と
も
関
わ

っ
て
信
濃
国
府
の
所
在
地
に
は
今
の
と
こ
ろ
決
め
手
が
な
い
。

一
般
的
に
初
期
国
府
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
青
木
和
夫
は
、

『出
雲
国
風
土
記
』

に

「国
庁
意
宇
郡
家
」
と
あ
る
点
に
つ
い
て
、
「国
庁
と
意
宇
郡
家
」
で
は
な
く

「国
庁
た

る
意
宇
郡
家
」
と
解
釈
し
、
風
土
記
の
撰
上
さ
れ
た
天
平
六
年

（七
一一一四
）
の
時
点
で

は
、
国
庁
と
郡
家
が
同
居
し
て
い
た
と
考
え
る
可
能
性
を
指
摘
し
た
。

つ
ま
り
、
律
令

国
家
成
立
期
の
当
初
か
ら
国
府
が
完
備
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
初
め
は
郡
家
に
付
属

す
る
形
で
国
府
が
存
在
し
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
説
で
あ
縄
。
ま
た
そ
の
後
の
国
府

遺
跡
の
発
掘
に
よ

っ
て
も
、
国
府

（国
庁
）
の
整
備
は
八
世
紀
半
ば
以
降
に
本
格
化
す

る
こ
と
が
山
中
敏
史
に
よ

っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
網
。

こ
れ
ま
で
述

べ
て
き
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
屋
代
遺
跡
群

の
周
辺
に
初
期

の
信
濃
国
府
が
存
在
し
た
こ
と
の
可
能
性
は
指
摘

で
き
る
が
、
そ
の
存
在
を
直
接
示
す

資
料
は
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
屋
代
木
簡

の
な
か
に
み
ら
れ
る
埴
科
郡
家
を
超

え
る
諸
要
素
は
、
む
し
ろ
律
令
制
以
前

の
地
域

の
秩
序

の
問
題
や
、
交
通
路

の
変
遷
、

周
辺
遺
跡

の
状
況
な
ど
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
屋
代
遺
跡
群
全
体

の
整
理
の
な
か
で

さ
ら
に
考
え
て
い
く
べ
き
問
題

で
あ
ろ
う
。

一証（１
）
阿
蘇
氏
系
図
に
は
い
く
つ
か
の
写
本
が
あ
る
が
、
阿
蘇
神
社
の
社
家
の
所
蔵
に
か
か
る
い
わ
ゆ
る

「異
本
阿
蘇
氏
系
図
」
は

『神
道
大
系
』
に
所
収
さ
れ
て
い
る
。
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（２
）
「古
代
阿
蘇
氏
の
一
考
察
」
（神
道
文
化
会

『高
千
穂

・
阿
蘇
』

一
九
六
〇
年
）
。

（３
）
『長
野
県
史
』
通
史
編
第

一
巻
原
始

・
古
代
、
第
二
章
第
二
節
、　
一
九
八
九
年
、
関
晃

「科
野
国
造

の
氏
姓
と
氏
族
的
展
開
六
『信
濃
の
歴
史
と
文
化
の
研
究
』

一
九
九
〇
年
）
。

（４
）
『諏
訪
市
史
』
の
当
該
部
分
を
執
筆
し
た
井
原
今
朝
男
は

「阿
蘇
氏
系
図
の
諸
問
題
六
『諏
訪
市
史
研

究
紀
要
』
三
号
、　
一
九
九

一
年
二
月
）
を
書
き
、
こ
の
新
説
を
批
判
的
に
継
承
し
た
。

（５
）
『上
田
小
県
誌
』
第

一
巻
歴
史
編
上

（二
）
古
代
中
世
　
第
二
章
、　
一
九
八
〇
年
。

（６
）
註

（３
）
書
第
二
章
第
二
節
。
伊
那
郡
に
つ
い
て
は
、
藤
原
宮
木
簡
に

「科
野
国
伊
奈
評
鹿
大
贄
」

と
あ
り
、
評
制
下
か
ら
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
高
井
郡
に
つ
い
て
は
藤
原
宮
木
簡
に

「高

井
郡
」

と
み
え
八
世
紀
初
頭
の
存
在
が
確
認
で
き
る
。

諏
方
郡
に
つ
い
て
は
、

「阿
蘇
氏
略
系
譜
」

に

「諏
訪
評
督
」
と
み
え
、
ま
た
令
集
解
の
古
記
に

「須
芳
山
嶺
道
」
と
あ
り
、
八
世
紀
初
頭
に
は

「須
芳
」
と
も
表
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
八
世
紀
前
半
の
屋
代
木
簡
に
は

「束
間
郡
」
盆

〇
二
号
）
、
「更
科
郡
」

（七
四
号
）
な
ど
の
郡
名
が
み
え
る
。
ま
た
中
野
市
清
水
山
窯
跡
か
ら
は
八

世
紀
前
半
の

「佐
玖
郡
」
と
刻
書
さ
れ
た
須
恵
器
が
出
土
し
た
。
な
お
、
図
７８
参
照
。

註

（３
）
書
第
二
章
第
四
節
。

桐
原
健

「長
野
県
に
お
け
る
官
衛
址
研
究
の
現
状
六
『長
野
県
考
古
学
会
誌
』

四
四
号
、　
一
九
八
二

年

一
一
月
、
の
ち

『続
私
の
古
代
学
ノ
ー
ト
』
所
収
　
信
毎
書
籍
、　
一
九
八
六
年
）。

『更
級
埴
科
地
方
誌
』
第
二
巻
原
始
古
代
中
世
編
第
五
章
二
節
、　
一
九
七
八
年
。

『更
埴
市
史
』
第

一
巻
古
代
中
世
第
二
編
第
二
章
第
二
節
、　
一
九
九
二
年
。
な
お
同
書
で
は
更
級
郡

家
が
川
中
島
扇
状
地
に
立
地
し
た
可
能
性
も
指
摘
し
て
い
る
。

註

（３
）
書
第
二
章
第

一
節
。

註

（３
）
書
第
二
章
第
五
節
。
な
お
黒
坂
周
平

『東
山
道
の
実
証
的
研
究
』
釜
口川
弘
文
館
、　
一
九

九
四
年
）
は

「
せ
ん
ど
う
」
地
名
か
ら
東
山
道
の
ル
ー
ト
を
検
証
し
た
研
究
で
あ
る
。

（‐３
）

一
九
九
五
年
十
二
月
箕
輪
町
で
春
日
街
道
に
沿

っ
て
東
山
道
と
思
わ
れ
る
道
路
遺
構
が
検
出
さ
れ
た

と
の
報
道
が
な
さ
れ
た
。

註

（３
）
書
第
二
章
第
五
節
。

岸
俊
男

「古
代
村
落
と
郷
里
制
六
『
日
本
古
代
籍
帳
の
研
究
』
塙
書
房
、　
一
九
七
三
年
）。
な
お
近
年

鎌
田
元

一
は
霊
亀
三
年

（七

一
七
）
説
を
提
唱
し
て
い
る

（本
章
第

一
節

（註
）
（１
）
論
文
）
。

（‐６
）
郡
符
木
簡
に
つ
い
て
は
平
川
南

「郡
符
木
簡
」
（虎
尾
俊
哉
編

『律
令
国
家
の
地
方
支
配
』
吉
川
弘

文
館
、　
一
九
九
五
年
）
参
照
。

（‐７
）
従
来
、
埴
科
郡
家
に
つ
い
て
は
、
古
代
の
屋
代
郷
な
い
し
大
穴
郷
な
ど
更
埴
市
屋
代
地
区
の
自
然
堤

防
上
周
辺
、
ま
た
は
更
埴
市
寂
蒔

・
鋳
物
師
屋
地
区
と
す
る
説
が
出
さ
れ
て
い
た
が
、
前
者
の
説
が

妥
当
性
を
持

つ
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

（‐８
）
竹
内
理
三
編

『伊
場
木
簡
の
研
究
』
東
京
堂
出
版
、　
一
九
八

一
年
。

（‐９
）
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

『平
城
京
木
簡

一
』

一
九
九
五
年
。

（２０
）
『平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
』
公
一十
二
）
、　
一
九
九
〇
年
五
月
。

（２‐
）
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

『平
城
宮
発
掘
調
査
報
告
書
測
』

一
九
八
二
年
。

（２２
）

こ
の
場
合
、
保
福
寺
峠
越
え
の
東
山
道
の
ル
ー
ト
の
成
立
が
い
つ
な
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も

考
え
る
必
要
が
あ
る
。

（２３
）
青
木
和
夫

『
日
本
の
歴
史
　
古
代
豪
族
』
小
学
館
、　
一
九
七
四
年
。

（２４
）
山
中
敏
史

『古
代
地
方
官
衛
遺
跡
の
研
究
』
塙
書
房
、　
一
九
九
四
年
。

第
四
節

ま

と

め

一
　

各
時
期

の
特
色
と
意
義
お
よ
び
課
題

本
遺
跡
出
土
の
木
簡
は
、
七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
前
半
に
か
け
て
廃
棄
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。

０

七
世
紀
後
半
～
八
世
紀
初
頭
の
木
簡

こ
の
時
期
の
も
の
は
、
出
挙
関
係

・
布
の
織
手
名
を
列
記
し
た
も
の
な
ど
の
記
録
簡

や

「竃
神
」
と
記
さ
れ
た
祭
祀
関
係
木
簡
な
ど
、
広
範
囲
な
内
容
を
含
ん
で
い
る
。
こ

の
期
の
特
色
は
、
記
録
簡
が
目
立

つ
こ
と
、
付
札
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

文
書
簡
と
推
定
さ
れ
る
も
の
も
含
め
て
差
出

（
〓

一号
は
少
毅
が
差
出
と
み
ら
れ
る
）
や

宛
所
を
明
記
し
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。
年
紀
の
明
記
さ
れ
た
も
の
は
、
四

六
号
の
乙
丑
年

金
ハ
エハ
五
）
と

一
三
号
の
戊
成
年

盆
ハ
九
八
）
の
一
百
〔で
あ
る
。

四
六
号
は
、
七
世
紀
の
文
書
あ
る
い
は
付
札
木
簡
で
あ
る
こ
と
に
関
わ

っ
て
重
要
な

論
点
を
有
し
て
い
る
。

ｏ
「
乙
丑
年
十
二
月
十
日
酒
人

。
「
他
田
舎
人
』
古
麻
呂
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